
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容：河川整備の目標、河川の工事や維持に関する事項等 

河川法 第 16条の 2 第 3項 
 

 
河川法 第 16条の 2 第 4項 
 
 
 
河川法 第 16条の 2 第 5項 

「佐波川の未来を考える学識懇談会」

の河川法上の位置付け 

平成9年の河川法改正により、これま

での工事実施基本計画で定めている内

容を、河川法第16条における河川整備

の基本となるべく方針に関する事項（河

川整備基本方針）と、河川法第16条の

2における具体的な河川整備に関する事

項（河川整備計画）に区分して策定する

こととなりました。 

河川整備計画は、河川整備基本方針に

もとづき、今後20～30年間の具体的な

河川整備の目標や計画を策定するもの

であり、地域の意向を反映する手続きの

導入が必要とされています。 

具体には、河川法第16条の2 第 3

項から第 5 項により学識経験者や関係

住民、関係地方公共団体の長の意見を聴

くための場を設定することとなります。

佐波川では、「佐波川の未来を考える

学識懇談会」を設置し、学識経験者の意

見を聴くとともに、住民意見の聴取にあ

たっては説明会等を開催し、河川整備計

画の策定を進めていきます。 

河川整備基本方針 

河 川 整 備 計 画 

河川整備及び維持管理 

内容：基本方針、基本高水、計画高水流量等 

河川整備基本方針の作成 

河川整備基本方針の決定・公表 

河川整備計画の原案作成 

河川整備計画（案）作成 

河川整備計画の決定 

佐
波
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の
未
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え
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学
識
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談
会 

河川管理者

河川管理者

河川法 第 16条 
佐波川水系河川整備基本方針 平成 1８年１1月 策定・公表 

河川審議会（一級河川）

都道府県河川審議会 

（二級河川） 

学 識 経 験 者 

住 民 意 見 の 聴 取 

地方公共団体の長 

公
聴
会
等 

資料－１ 

河川法 第 16条の2 


